
有
効
期
限

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

医療費を自己負担していた

だくことになります。

受給者証交付後に医療費の

払い戻しができますので、

領収書を保管しておいてく

ださい。

例：7/27手帳の交付・受取

⇒受給者証の交付

令和８年６月１日から有効

の新しい医療受給者証を

交付します。

現在お使いの受給者証

5/11

例：5/11手帳の更新手続

同時に受給者証の更新手続

7/27

一旦資格が切れます

９月８月有
効
期
限

３月 ４月 ５月 ６月 ７月

受給者証の資格取得日

まで（資格喪失期間）

の医療費を自己負担

していただきます。

※この期間の払い戻し

はありません。

例：7/6手帳の

更新手続

同時に受給者証

の更新手続

現在お使いの受給者証 資格喪失

例：9/24手帳の交付・受取

⇒受給者証の交付

令和８年7月1日から有効

の新しい受給者証を交付

します。

医療費を自己負担していた

だくことになります。

受給者証交付後に、資格

取得日からの医療費は

払い戻しができますので、

領収書を保管しておいてく

ださい。

一旦資格が切れます

資
格
取
得
日

7/6

有効期限切れ後申請日7/6な

ので7/1資格取得

9/24

有効期間が令和８年５月３１日までの方の場合 
 

 
 
 
 

＜５月１１日に手帳の更新手続きをした場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜７月６日に手帳の更新手続きをした場合＞ 

 ○申請期限までに手帳の更新申請がない場合、令和８年６月１日以降の医療費受給者証の受給資格が

喪失する場合があります。なお、喪失期間の医療費は自己負担していただきますのでご注意ください。 

   ※手帳は、前手帳の有効期限までさかのぼり交付されますが、受給者証の資格は、申請月の初日

までしかさかのぼりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他注意事項】 

  ○手帳の等級が４級以下(一部除外あり)になった場合は、医療費の助成が受けられなくなります。 

 

更新時期にご注意ください  


